
疾病、出張、冠婚葬祭 

学校等の公的行事 

育児疲れ、研修 etc 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託児童を養育している里親家庭が一時的な

休息のために援助を必要とする場合、 

「やわらぎ」等の施設や他の里親さんなどを 

活用して子どもを預けることができる制度です。 
 

1 回の連続した実施期間は原則 7 日以内

1 年間の利用回数は必要と認められる回数 
 

 

2 歳から 18 歳まで 
※2 歳以下の子の預かりの場合は相談してください。

やわらぎでは子どもの養育の難しさを感じる、発達の遅

れを感じる等相談したい事がある場合、相談も受け付け 

ています。お気軽にご相談ください！ 

中央児童相談所 (TEL：097-544-2016) 

※見学をしたい方、詳しい内容を知りたい方は 

ひなたまでお電話ください！(TEL：0973 -29-8722) 
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イ パ ス レ 親 里 


